
周防大島町陸上競技場利用上の注意事項 

 

※注意事項は予約申込者が責任を持って利用者全員に周知徹底させてください。 

◆共通事項 

１．利用時間には、準備・片付けの時間も利用時間に含まれます。 

２．利用関係者は利用開始及び終了時に、体育館事務所へ届け出てください。 

◆注意事項 

１．人工芝フィールドでは、投てき競技（ハンマー投げ・槍投げ）・ラグビー・アメフトは禁止です。 

２．人工芝フィールドでは、金属スパイクの使用を禁止します。 

３．人工芝フィールドにラインを引く場合は必ず人工芝用エッグパウダー（有償）を使用してください。 

４．トラックを利用するスパイクは 9 ㎜を使用してください。   

５．トラック練習において、早期劣化防止のため、タイム測定以外は１コースはできるだけ使用しないこと。 

６．サッカー使用において、人工芝マットを通路として敷いて、トラックカラー舗装部を保護してください。 

◆禁止事項 

１． 利用者及び関係者以外の立ち入りを禁止していますので、ご了承ください。 

２． 施設内は禁煙です。喫煙場所は指定の場所でお願いします。 

３． 施設内は飲食禁止です。メインスタンド及び芝生スタンドでお願いします。但し、水分補給のためにスポー

ツドリンク等を飲むことは可能です。 

４． 身体障害者補助犬を除くペットの持ち込みは禁止です。 

５． 施設内での火気の使用及び危険物等の持ち込みは禁止です。 

６． 酒類の施設内への持ち込みは禁止です。また、酒気を帯びた方の利用は固く禁止します。 

７． 駐車場及び施設内での募金活動、勧誘活動等は禁止です。 

◆災害対策・非常時の対応 

１．特別警報又は暴風警報が発表された場合は、施設を利用することはできない。施設利用中に発表された場合

は、直ちに利用を中断すること。 

２．雷鳴が聞こえる等、落雷発生の可能性が生じた場合、直ちに屋外での活動を中断すること。活動の再開につ

いては、安全に十分配慮すること。 

３．ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は管理棟に設置してあります。利用者に事故が起きた場合等は、至急体育館

職員に連絡してください。 

◆原状復帰 

１．ご利用後は利用した施設の整理・清掃及び器具等を元の位置に戻してください。 

２．ご利用時に発生したゴミは持ち帰ってください。 

◆損害賠償等 

１．貴重品は各自管理してください。紛失等の責任は負いません。 

２．ご利用中のケガについて、当施設の保険の適用はございません。万一に備えスポーツ保険等にご加入される

ことをお勧めいたします。 

３．施設もしくは備品を破損や紛失した際は、速やかに職員に報告してください。また、原状復帰が原則となっ

ており損害額の賠償の義務が生じます。 

４．当駐車場における一切の事故につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 

 

周防大島町陸上競技場指定管理者 三宅商事・ＳＹスポーツ施設共同企業体 
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